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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交互に配列された複数の第１画素行及び複数の第２画素行を含む画素配列構造であって
、
　前記第１画素行の各々は、間隔をおいて交互に配列された複数の第１副画素及び複数の
第２副画素を含み、前記第２画素行の各々は、間隔をおいて配列された複数の第３副画素
を含み、
　前記第３副画素の形状は、円形であり、
　前記第１副画素及び前記第２副画素の形状は同じであり、いずれも４つの第１辺及び４
つの第２辺を含み、前記第１辺と前記第２辺とが交互に接続されて閉図形に囲まれ、前記
第１辺は前記閉図形の内部へ凹んだアーク線であり、前記第２辺は前記閉図形の外部へ凸
のアーク線であり、
　前記第１副画素及び前記第２副画素の各々の４つの第１辺の曲率半径が同じであり、前
記第１副画素及び前記第２副画素の各々の４つの第２辺の曲率半径が同じであり、
　前記第１副画素、前記第２副画素の色が、それぞれ赤色又は青色であり、前記第３副画
素の色が緑色であり、
　前記第１副画素と前記第２副画素とは面積が同じであり、前記第１副画素及び前記第２
副画素の面積が前記第３副画素の面積よりも大きい、
　画素配列構造。
【請求項２】
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　前記第１副画素毎の４つの第１辺は前記第１副画素に隣接する４つの前記第３副画素に
それぞれ対向し、前記第２副画素毎の４つの第１辺は前記第２副画素に隣接する４つの前
記第３副画素にそれぞれ対向する、又は、
　前記第１副画素毎の４つの第２辺は前記第１副画素に隣接する４つの前記第３副画素に
それぞれ対向し、前記第２副画素毎の４つの第２辺は前記第２副画素に隣接する４つの前
記第３副画素にそれぞれ対向する、
　請求項１に記載の画素配列構造。
【請求項３】
　前記画素配列構造の画素密度が２００ｐｐｉ～６００ｐｐｉである、
　請求項１に記載の画素配列構造。
【請求項４】
　前記第１副画素の中心点と前記第３副画素の中心点を結んだ線上における、前記第１副
画素の第１辺上の点と前記第３副画素の円周上の点との間の距離及び前記第２副画素の中
心点と前記第３副画素の中心点を結んだ線上における、前記第２副画素の第１辺上の点と
前記第３副画素の円周上の点との間の距離はいずれも第１長さであり、
　前記第１副画素の中心点と前記第３副画素の中心点を結んだ線上における、前記第１副
画素の第１辺上の点と前記第１副画素の中心点との間の距離及び前記第２副画素の中心点
と前記第３副画素の中心点を結んだ線上における、前記第２副画素の第１辺上の点と前記
第２副画素の中心点との間の距離はいずれも第２長さであり、
　前記第３副画素の半径は第３長さであり、
　前記第１長さが１０μｍ～３０μｍであり、前記第２長さが１０μｍ～５０μｍであり
、前記第３長さが４μｍ～４０μｍである、
　請求項１に記載の画素配列構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示技術分野に関し、特に画素配列構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ，ＯＬＥＤ）表示装置は、自発光であり、駆動電圧が低く、発光効率が高く、応答時間
が短く、解像度及びコントラストが高く、１８０°に近い視野角であり、使用温度範囲が
広く、フレキシブルディスプレイ及び大面積フルカラー表示を実現できるなどの多くの利
点を有し、業界で最も発展可能性のある表示装置として知られている。
【０００３】
　ＯＬＥＤ表示装置は一般的に、基板と、基板上に設けられた陽極と、陽極上に設けられ
た正孔注入層と、正孔注入層上に設けられた正孔輸送層と、正孔輸送層上に設けられた発
光層と、発光層上に設けられた電子輸送層と、電子輸送層上に設けられた電子注入層と、
電子注入層上に設けられた陰極とを含む。ＯＬＥＤ表示デバイスの発光原理は、電界駆動
下で半導体材料及び有機発光材料がキャリア注入及び再結合により発光することである。
具体的に、ＯＬＥＤ表示デバイスは、陽極にＩＴＯ画素電極を、陰極に金属電極を用い、
ある電圧に駆動されることにより、陰極から電子輸送層に電子を、陽極から正孔輸送層に
正孔を注入し、電子及び正孔が電子輸送層及び正孔輸送層をそれぞれ経て発光層に移動す
るとともに、発光層で会合して励起子を形成し、発光分子を励起させ、放射緩和により可
視光を発光する。
【０００４】
　表示技術の発展に伴い、表示装置の高解像度化及び高輝度化の要求が高まっているが、
高解像度化のＯＬＥＤ表示パネルを作製するためにはより高精細化のファインメタルマス
クＦＭＭ（Ｆｉｎｅ　Ｍｅｔａｌ　Ｍａｓｋ）が必要である。その理由は、通常のストラ
イプ状の副画素（ＲＧＢ ｓｔｒｉｐｅ）で構成された画素において、副画素ストライプ
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方向に垂直な方向における１つの画素ピッチ内に３つの副画素を配置する必要があり、画
素密度が３００ｐｐｉよりも高い場合、現段階のＦＭＭプロセスでは実施するのに非常に
困難であるためである。同時に、解像度の向上のため、副画素発光領域の間の距離要求が
ますます小さくなり、蒸着されたスクリーン混色もますます深刻になっている。特に従来
のストライプ配列の赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３つの副画素は、副画素毎に対応す
るＦＭＭの開口領域の長さが長く、直線性制御が困難で、混色が発生しやすく、従来のＲ
ＧＢ　ｓｔｒｉｐ画素構造をそのままＯＬＥＤパネルに適用すると、解像度を向上させる
ことができず、製作が困難であるという問題が存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、ＯＬＥＤ表示パネルに適用して、ＯＬＥＤ表示パネルの作製難度を低
減して、ＯＬＥＤ表示パネルの寿命を延ばすことができる画素配列構造を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、交互に配列された複数の第１画素行及び複数の
第２画素行を含む画素配列構造を提供し、
　第１画素行の各々は、間隔をおいて交互に配列された複数の第１副画素及び複数の第２
副画素を含み、第２画素行の各々は、間隔をおいて配列された複数の第３副画素を含み、
　前記第３副画素に隣接する２つの第１副画素及び２つの第２副画素が仮想四角枠を形成
し、前記第３副画素が、前記第３副画素に隣接する２つの第１副画素及び２つの第２副画
素からなる仮想四角枠内に設けられ、前記第１副画素と第２副画素とは面積が同じであり
、前記第１副画素及び第２副画素の面積が前記第３副画素の面積よりも大きい。
【０００７】
　所望により、前記第１副画素、第２副画素及び第３副画素の形状がいずれも方形である
。
【０００８】
　所望により、前記第３副画素の形状が円形である。
【０００９】
　所望により、前記第１副画素及び第２副画素はいずれも４つの第１辺及び４つの第２辺
を含み、前記第１辺と第２辺とが交互に接続されて閉図形に囲まれる。
【００１０】
　所望により、前記第１辺は前記閉図形の内部へ凹んだアーク線であり、前記第２辺は直
線である。
【００１１】
　所望により、前記第１辺は前記閉図形の内部へ凹んだアーク線であり、前記第２辺は前
記閉図形の外部へ凸のアーク線である。前記４つの第１辺は異なる曲率半径を有し、前記
４つの第２辺は異なる曲率半径を有する。
【００１２】
　所望により、各第１画素行の第１副画素及び第２副画素それぞれの対角線が同一直線上
にあり、第３副画素の対角線が第１副画素の対角線と平行である。
【００１３】
　所望により、前記第１副画素の中心が、前記仮想四角枠の第１頂点と重なり、前記第２
副画素の中心が、前記仮想四角枠における前記第１頂点に隣接する第２頂点と重なり、前
記第３副画素の中心が、前記仮想四角枠の中心と重なる。
【００１４】
　所望により、前記第１副画素、第２副画素及び第３副画素の色が異なり、それぞれ赤色
副画素、青色副画素及び緑色副画素のうちいずれか１つである。
【００１５】
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　所望により、各第１副画素の４つの第１辺は前記第１副画素に隣接する４つの第３副画
素にそれぞれ対向し、各第２副画素の４つの第１辺は、前記第２副画素に隣接する４つの
第３副画素にそれぞれ対向する。
【００１６】
　所望により、前記第１副画素の第１辺からその第１辺に対向する第３副画素のエッジま
での距離及び第２副画素の第１辺からその第１辺に対向する第３副画素のエッジまでの距
離はいずれも第１長さであり、前記第１副画素及び第２副画素の中心点からその第１辺ま
での距離はいずれも第２長さであり、前記第３副画素の半径は第３長さであり、
　前記画素配列構造の画素密度が２００ｐｐｉ～６００ｐｐｉであり、前記第１長さが１
０μｍ～３０μｍであり、前記第２長さが１０μｍ～５０μｍであり、前記第３長さが４
μｍ～４０μｍである。
【００１７】
　本発明は、交互に配列された複数の第１画素行及び複数の第２画素行を含む画素配列構
造をさらに提供し、
　第１画素行の各々は、間隔をおいて交互に配列された複数の第１副画素及び複数の第２
副画素を含み、第２画素行の各々は、間隔をおいて配列された複数の第３副画素を含み、
　前記第３副画素に隣接する２つの第１副画素及び２つの第２副画素が仮想四角枠を形成
し、前記第３副画素が、前記第３副画素に隣接する２つの第１副画素及び２つの第２副画
素からなる仮想四角枠内に設けられ、前記第１副画素と第２副画素とは面積が同じであり
、前記第１副画素及び第２副画素の面積が前記第３副画素の面積よりも大きく、
　前記第３副画素の形状が円形であり、
　前記第１副画素及び第２副画素はいずれも４つの第１辺及び４つの第２辺を含み、前記
第１辺と第２辺とが交互に接続されて閉図形に囲まれ、
　前記第１辺は前記閉図形の内部へ凹んだアーク線であり、前記第２辺は直線であり、
　前記第１副画素の中心が、前記仮想四角枠の第１頂点と重なり、前記第２副画素の中心
が、前記仮想四角枠における前記第１頂点に隣接する第２頂点と重なり、前記第３副画素
の中心が、前記仮想四角枠の中心と重なる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の有益な効果は、本発明に係る画素配列構造は、交互に配列された複数の第１画
素行及び複数の第２画素行を含み、第１画素行の各々は、間隔をおいて交互に配列された
複数の第１副画素及び複数の第２副画素を含み、第２画素行の各々は、間隔をおいて配列
された複数の第３副画素を含み、前記第３副画素に隣接する２つの第１副画素及び２つの
第２副画素が仮想四角枠を形成し、前記第３副画素が、前記第３副画素に隣接する２つの
第１副画素及び２つの第２副画素からなる仮想四角枠内に設けられ、前記第１副画素と第
２副画素とは面積が同じであり、前記第１副画素及び第２副画素の面積が前記第３副画素
の面積よりも大きく、前記画素配列構造をＯＬＥＤ表示パネルに適用して、ＯＬＥＤ表示
パネルの作製難度を低減して、ＯＬＥＤ表示パネルの寿命を延ばすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明の特徴及び技術的内容をより一層明らかにするために、以下の本発明に関する詳
細な説明及び添付図面を参照するが、添付図面は、参照及び説明のためのものに過ぎず、
本発明を限定するものではない。
【図１】図１は本発明の画素配列構造の第１実施例を示す図である。
【図２】図２は本発明の画素配列構造の第２実施例を示す図である。
【図３】図３は本発明の画素配列構造の第３実施例の第１配列を示す図である。
【図４】図４は本発明の画素配列構造の第３実施例の第２配列を示す図である。
【図５】図５は本発明の画素配列構造の第１実施例と従来の実施例との比較を示す図であ
る。
【図６】図６は本発明の画素配列構造の第１実施例と他の従来の実施例との比較を示す図
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である。
【図７】図７は本発明の画素配列構造の第２実施例と第１実施例との比較を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明に用いられた技術的手段及びその効果をより明らかにするために、本発明
の好ましい実施例及び添付図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
　本発明に係る画素配列構造は、主にＯＬＥＤ表示パネルに適用し、ＯＬＥＤ表示パネル
の作製難度を低減して、ＯＬＥＤ表示パネルの寿命を延ばす。
【００２２】
　図１を参照すると、本発明に係る画素配列構造の第１実施例では、前記画素配列構造は
交互に配列された複数の第１画素行１０及び複数の第２画素行２０を含む。第１画素行１
０の各々は、間隔をおいて交互に配列された複数の第１副画素３１及び複数の第２副画素
３２を含む。第２画素行の各々は、間隔をおいて配列された複数の第３副画素３３を含む
。前記第３副画素３３に隣接する２つの第１副画素３１及び２つの第２副画素３２が仮想
四角枠ＳＱを形成する。前記第３副画素３３は、前記第３副画素３３に隣接する２つの第
１副画素３１及び２つの第２副画素３２からなる仮想四角枠ＳＱ内に設けられる。前記第
１副画素３１と第２副画素３２とは面積が同じであり、前記第１副画素３１及び第２副画
素３２の面積は前記第３副画素３３の面積よりも大きい。
【００２３】
　具体的には、図１に示すように、前記第１実施例では、前記第１副画素３１の中心が、
前記仮想四角枠ＳＱの第１頂点Ｐ１と重なり、前記第２副画素３２の中心が、前記仮想四
角枠ＳＱにおける前記第１頂点Ｐ１に隣接する第２頂点Ｐ２と重なり、前記第３副画素３
３の中心が、前記仮想四角枠ＳＱの中心Ｃと重なる。
【００２４】
　さらに、前記第１副画素３１、第２副画素３２及び第３副画素３３の形状は、いずれも
方形である。第１画素行１０における各第１副画素３１及び第２副画素３２の対角線が同
一直線上にあり、第３副画素３３の対角線が第１副画素３１の対角線と平行であることで
、第１副画素３１毎の４つの辺が隣接する４つの第３副画素３３とそれぞれ対向し、第２
副画素３２毎の４つの辺が隣接する４つの第３副画素３３とそれぞれ対向し、第３副画素
３３毎の４つの辺が隣接する２つの第１副画素３１及び２つの第２副画素３２とそれぞれ
対向する。
【００２５】
　好ましくは、前記第１副画素３１、第２副画素３２及び第３副画素３３の色が異なり、
それぞれ赤色副画素、青色副画素及び緑色副画素のうちいずれか１つである。第１実施例
では、前記第１副画素３１、第２副画素３２及び第３副画素３３はそれぞれ赤色光、青色
光及び緑色光を発する。即ち、ＯＬＥＤ表示パネルに対応して、前記第１副画素３１、第
２副画素３２及び第３副画素３３は、赤色光、青色光及び緑色光を発する有機発光ダイオ
ードをそれぞれ含む。当然のことながら、本発明の他の実施例では、前記第１副画素３１
、第２副画素３２及び第３副画素３３が他の色の光を発することもできる。
【００２６】
　なお、本実施例における方形の副画素は、八角形の副画素に対して優位性を有する。図
５に示すように、第１副画素３１ａ及び第２副画素３２ａの形状が共に八角形であり、第
３副画素の形状が方形である。図５に示すように、前記第１副画素３１ａと第３副画素と
の間の距離及び前記第２副画素３２ａと第３副画素との間の距離が共に第１長さＧａｐで
ある場合と比較すると、同じ第１長さＧａｐにおいて、本発明は、第１副画素３１及び第
２副画素３２を共に方形とすることによって、第１副画素３１及び第２副画素３２の面積
を大きくする。有機発光ダイオードの面積はＯＬＥＤ表示パネルの寿命に比例するため、
本発明の第１実施例に係る画素配列方式は、八角形の第１副画素３１ａ及び第２副画素３
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２ａを採用した実施例よりも、第１長さのままでより長い寿命を有する。
【００２７】
　同様に、図６に示すように、第１副画素及び第２副画素の形状が共に方形であり、第３
副画素３３ｂの形状が八角形である実施例と比較すると、前の実施例と同様に、本発明は
第３副画素３３の形状を方形とすることにより、第１長さＧＡＰのままで、第３副画素の
面積を増大させて、ＯＬＥＤ表示パネルの寿命を向上させることができる。
【００２８】
　図２を参照すると、本発明に係る画素配列構造の第２実施例では、前記画素配列構造は
交互に配列された複数の第１画素行１０’及び複数の第２画素行２０’を含む。第１画素
行１０’の各々は、間隔をおいて交互に配列された複数の第１副画素３１’及び複数の第
２副画素３２’を含む。第２画素行の各々は、間隔をおいて配列された複数の第３副画素
３３’を含む。前記第３副画素３３’に隣接する２つの第１副画素３１’及び２つの第２
副画素３２’が仮想四角枠ＳＱ’を形成する。前記第３副画素３３’は、前記第３副画素
３３’に隣接する２つの第１副画素３１’及び２つの第２副画素３２’からなる仮想四角
枠ＳＱ’内に設けられる。前記第１副画素３１’と第２副画素３２’とは面積が同じであ
り、前記第１副画素３１’及び第２副画素３２’の面積が前記第３副画素３３’の面積よ
りも大きい。
【００２９】
　具体的には、図２に示すように、前記第２実施例では、前記第１副画素３１’の中心が
、前記仮想四角枠ＳＱ’の第１頂点Ｐ１’と重なり、前記第２副画素３２’の中心が、前
記仮想四角枠ＳＱ’における前記第１頂点Ｐ１’に隣接する第２頂点Ｐ２’と重なり、前
記第３副画素３３’の中心が、前記仮想四角枠ＳＱ’の中心Ｃ’と重なる。前記第３副画
素３３’の形状は円形である。前記第１副画素３１’及び第２副画素３２’はいずれも４
つの第１辺３０１’及び４つの第２辺３０２’を含む。前記第１辺３０１’と第２辺３０
２’とが交互に首尾接続されて閉図形に囲まれる。前記第１辺３０１’は前記閉図形の内
部へ凹んだアーク線であり、前記第２辺３０２’は直線であることで、第１副画素３１’
毎の４つの第１辺３０１’が前記第１副画素３１’に隣接する４つの第３副画素３３’と
それぞれ対向し、第２副画素３２’毎の４つの第１辺３０１’が前記第２副画素３２’に
隣接する４つの第３副画素３３’とそれぞれ対向する。
【００３０】
　なお、前記画素配列構造の第２実施例の理想的な状態では、前記第１副画素３１’及び
第２副画素３２’の形状が全て同じであって、第１副画素３１’及び第２副画素３２’の
各々の４つの第１辺３０１’の曲率半径も同じである。前記画素配列構造の第２実施例の
実際の製造プロセスでは、製造誤差（例えば、蒸着機の状態の違いによる製造誤差）の存
在により、実際に製造された前記第１副画素３１’及び第２副画素３２’の形状がわずか
に異なる場合があり、第１副画素３１’毎の４つの第１辺３０１’及び第２副画素３２’
毎の４つの第１辺３０１’の曲率半径が少しずれる場合もあるが、これは本発明の実施に
影響を与えることはない。
【００３１】
　なお、実際の製造中にＦＭＭを作製する際、エッチングでもレーザでも、方形又は尖っ
た図形を作製することは困難である。本発明では第３副画素３３’を円形にするとともに
、第１副画素３１’及び第２副画素３２’に弧状の第１辺３０１’を設けて、拡散原理に
合致し、ＦＦＭの作製難度を効果的に低減することができる。それと同時に、円形の第３
副画素３３’は同じ面積のうち辺長が最小で、効率が最も高い形状であり、且つ人間の目
にハレーション効果を有し、微小な非円形発光体もほぼ円形とみなされる。このため、第
３副画素３３’を円形にすることにより第３副画素３３’の効率を最大化するとともに、
人間の目のハレーション効果に合致し、第１副画素３１’毎の４つの第１辺３０１’が前
記第１副画素３１’に隣接する４つの第３副画素３３’にそれぞれ対向し、第２副画素３
２’毎の４つの第１辺３０１’が前記第２副画素３２’に隣接する４つの第３副画素３３
’にそれぞれ対向することにより、副画素間のピッチを最大化にすることもできる。
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【００３２】
　好ましくは、前記第１副画素３１’、第２副画素３２’及び第３副画素３３’の色が異
なり、それぞれ赤色副画素、青色副画素及び緑色副画素のうちいずれか１つである。第２
実施例では、前記第１副画素３１’、第２副画素３２’及び第３副画素３３’はそれぞれ
赤色光、青色光及び緑色光を発する。すなわち、ＯＬＥＤ表示パネルに対応して、前記第
１副画素３１’、第２副画素３２’及び第３副画素３３’は、赤色光、青色光及び緑色光
を発する有機発光ダイオードをそれぞれ含む。当然のことながら、本発明の他の実施例で
は、前記第１副画素３１’、第２副画素３２’及び第３副画素３３’が他の色の光を発す
ることもできる。
【００３３】
　さらに、図７に示すように、前記第２実施例を第１実施例と比較すると、前記第１副画
素と第３副画素との間の距離及び前記第２副画素と第３副画素との間の距離である第１長
さＧａｐが変わらない場合、第１副画素３１’及び第２副画素３２’の面積が大きくなる
が、第３副画素３３’の面積が小さくなる。ＯＬＥＤ表示パネルにおいて、青色光を発す
る有機発光ダイオードの寿命が最も悪く、緑色光を発する有機発光ダイオードの寿命が良
いが、ＯＬＥＤ表示パネル全体の寿命は寿命が最も悪い有機発光ダイオードで決まる。本
発明の第２実施例では、第３副画素３３’の面積が小さくなるが、第３副画素３３’に対
応するのは緑色光を発する有機発光ダイオードであり、第２副画素３２’に対応するのは
青色光を発する有機発光ダイオードである。実際に実施する際に、面積が小さくなる第３
副画素３３’の実際の寿命が、面積が大きくなる第２副画素３２’の実際の寿命よりも大
きいことで、ＯＬＥＤ表示パネル全体の寿命が第２副画素３２’の実際の寿命に決まる。
第２副画素３２’の面積は第１実施例よりも大きくなり、ＯＬＥＤ表示パネル全体の寿命
が第１実施例よりも長くなる。
【００３４】
　具体的には、本発明の第２実施例では、前記第１副画素３１’の第１辺からその第１辺
３０１’に対向する第３副画素３３’のエッジまでの距離及び第２副画素３２’の第１辺
３０１’からその第１辺３０１’に対向する第３副画素３３’のエッジまでの距離はいず
れも第１長さＧａｐであり、前記第１副画素３１’及び第２副画素３２’の中心点からそ
の第１辺３０１’までの距離はいずれも第２長さｂであり、前記第３副画素３３’の半径
は第３長さｒである。
【００３５】
　具体的に実施する際に、面積が小さくなった後の第３副画素３３’の実際の寿命が、面
積が大きくなった後の第２副画素３２’の実際の寿命よりも依然として大きくすることに
より、ＯＬＥＤ表示パネル全体の寿命を延ばすという目的を達成するために、前記画素配
列構造の画素密度が好ましくは２００ｐｐｉ～６００ｐｐｉであり、前記第１長さＧａｐ
が好ましくは１０μｍ～３０μｍであり、前記第２長さｂが好ましくは１０μｍ～５０μ
ｍであり、前記第３長さｒが好ましくは４μｍ～４０μｍである。
【００３６】
　所望により、本発明の第２実施例の具体的な実施形態では、前記第１長さＧａｐは２０
μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は２００ｐｐｉであってもよく、前記
第２長さｂと第３長さｒとの和は４０μｍであってもよく、前記第２長さｂは１０μｍ～
３０μｍであってもよい。
【００３７】
　所望により、本発明の第２実施例の別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧａｐは
２０μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は２５０ｐｐｉであってもよく、
前記第２長さｂと第３長さｒとの和は２８μｍであってもよく、前記第２長さｂは１０μ
ｍ～２１μｍであってもよい。
【００３８】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは２０μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は３００ｐｐｉであっても
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よく、前記第２長さｂと第３長さｒとの和は２０μｍであってもよく、前記第２長さｂは
１０μｍ～１５μｍであってもよい。
【００３９】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは２０μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は３５０ｐｐｉであっても
よく、前記第２長さｂと第３長さｒとの和は１４μｍであってもよく、前記第２長さｂは
１０μｍであってもよい。
【００４０】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは１５μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は２００ｐｐｉであっても
よく、前記第２長さｂと第３長さｒとの和は４５μｍであってもよく、前記第２長さｂは
１０μｍ～３３μｍであってもよい。
【００４１】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは１５μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は２５０ｐｐｉであっても
よく、前記第２長さｂと第３長さｒとの和は３３μｍであってもよく、前記第２長さｂは
１０μｍ～２４μｍであってもよい。
【００４２】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは１５μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は３００ｐｐｉであっても
よく、前記第２長さと第３長さとの和は２５μｍであってもよく、前記第２長さｂは１０
μｍ～１８μｍであってもよい。
【００４３】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは１５μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は３５０ｐｐｉであっても
よく、前記第２長さｂと第３長さｒとの和は１９μｍであってもよく、前記第２長さｂは
１０μｍ～１４μｍであってもよい。
【００４４】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは１５μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は４００ｐｐｉであっても
よく、前記第２長さｂと第３長さｒとの和は１５μｍであってもよく、前記第２長さｂは
１０μｍ～１１μｍであってもよい。
【００４５】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは２５μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は２００ｐｐｉであっても
よく、前記第２長さｂと第３長さｒとの和は３５μｍであってもよく、前記第２長さｂは
１０μｍ～２６μｍであってもよい。
【００４６】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは２５μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は２５０ｐｐｉであっても
よく、前記第２長さｂと第３長さｒとの和は２３μｍであってもよく、前記第２長さｂは
１０μｍ～１７μｍであってもよい。
【００４７】
　所望により、本発明の第２実施例のさらに別の具体的な実施形態では、前記第１長さＧ
ａｐは２５μｍであってもよく、前記画素配列構造の画素密度は３００ｐｐｉであっても
よく、前記第２長さｂと第３長さｒとの和は１５μｍであってもよく、前記第２長さｂは
１０μｍ～１１μｍであってもよい。
【００４８】
　図３及び図４を参照すると、本発明に係る画素配列構造の第３実施例では、前記画素配
列構造は交互に配列された複数の第１画素行１０’’及び複数の第２画素行２０’’を含
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む。第１画素行１０’’の各々は、間隔をおいて交互に配列された複数の第１副画素３１
’’及び複数の第２副画素３２’’を含む。第２画素行の各々は、間隔をおいて配列され
た複数の第３副画素３３’’を含む。前記第３副画素３３’’に隣接する２つの第１副画
素３１’’及び２つの第２副画素３２’’が仮想四角枠ＳＱ’’を形成する。前記第３副
画素３３’’は、前記第３副画素３３’’に隣接する２つの第１副画素３１’’及び２つ
の第２副画素３２’’からなる仮想四角枠ＳＱ’’内に設けられる。前記第１副画素３１
’’と第２副画素３２’’とは面積が同じであり、前記第１副画素３１’’及び第２副画
素３２’’の面積が前記第３副画素３３’’の面積よりも大きい。
【００４９】
　具体的には、図３又は図４に示すように、前記第３実施例では、前記第１副画素３１''
の中心が、前記仮想四角枠ＳＱ''の第１頂点Ｐ１''と重なり、前記第２副画素３２''の中
心が、前記仮想四角枠ＳＱ''における前記第１頂点Ｐ１''に隣接する第２頂点Ｐ２''と重
なり、前記第３副画素３３''の中心が、前記仮想四角枠ＳＱ''の中心Ｃ''と重なる。前記
第３副画素３３''の形状は円形である。前記第１副画素３１''及び第２副画素３２''の形
状は同じであり、いずれも４つの第１辺３０１''及び４つの第２辺３０２''を含む。前記
第１辺３０１''と第２辺３０２''とが交互に首尾接続されて閉図形に囲まれる。前記第１
辺３０１''は前記閉図形の内部へ凹んだアーク線であり、前記第２辺３０２''は前記閉図
形の外部へ凸のアーク線であり、即ち前記第２辺３０２''の形状が弓矢の弓幹に似ている
。

【００５０】
　具体的に配列する際に、図３に示すように、第１副画素３１’’毎の４つの第１辺３０
１’’が前記第１副画素３１’’に隣接する４つの第３副画素３３’’にそれぞれ対向し
、第２副画素３２’’毎の４つの第１辺３０１’’が前記第２副画素３２’’に隣接する
４つの第３副画素３３’’にそれぞれ対向するようにしてもよい。また、図４に示すよう
に、第１副画素３１’’毎の４つの第２辺３０２’’が前記第１副画素３１’’に隣接す
る４つの第３副画素３３’’にそれぞれ対向し、第２副画素３２’’毎の４つの第２辺３
０２’’が前記第２副画素３２’’に隣接する４つの第３副画素３３’’にそれぞれ対向
するようにしてもよい。
【００５１】
　なお、前記画素配列構造の第３実施例の理想的な状態では、前記第１副画素３１’’及
び第２副画素３２’’の形状が全て同じであって、第１副画素３１’’及び第２副画素３
２’’の各々の４つの第１辺３０１’’の曲率半径が同じであり、第１副画素３１’’及
び第２副画素３２’’の各々の４つの第２辺３０２’’の曲率半径も同じである。前記画
素配列構造の第３実施例の実際の製造プロセスでは、製造誤差（例えば、蒸着機の状態の
違いによる製造誤差）の存在により、実際に製造された前記第１副画素３１’’及び第２
副画素３２’’の形状がわずかに異なる場合があり、第１副画素３１’’及び第２副画素
３２’’の各々の４つの第１辺３０１’’の曲率半径が少しずれてもよく、第１副画素３
１’’及び第２副画素３２’’の各々の４つの第２辺３０２’’の曲率半径が少しずれて
もよいが、これは本発明の実施に影響を与えることはない。
【００５２】
　なお、実際の製造中にＦＭＭを作製する際、エッチングでもレーザでも、方形又は尖っ
た図形を作製することが困難である。本発明では第３副画素３３’’を円形にするととも
に、第１副画素３１’’及び第２副画素３２’’に弧状の第１辺３０１’’及び第２辺３
０２’’を設けて、拡散原理に合致し、ＦＦＭの作製難度を効果的に低減することができ
る。それと同時に円形の第３副画素３３’’は同じ面積のうち辺長が最小で、効率が最も
高い形状であり、且つ人間の目にハレーション効果を有し、微小な非円形発光体もほぼ円
形とみなされる。このため、第３副画素３３’’を円形にすることにより第３副画素３３
’’の効率を最大化するとともに、人間の目のハレーション効果に合致することもできる
。
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【００５３】
　好ましくは、前記第１副画素３１’’、第２副画素３２’’及び第３副画素３３’’の
色が異なり、それぞれ赤色副画素、青色副画素及び緑色副画素のうちいずれか１つである
。第３実施例では、前記第１副画素３１’’、第２副画素３２’’及び第３副画素３３’
’はそれぞれ赤色光、青色光及び緑色光を発する。即ち、ＯＬＥＤ表示パネルに対応して
、前記第１副画素３１’’、第２副画素３２’’及び第３副画素３３’’は赤色光、青色
光及び緑色光を発する有機発光ダイオードをそれぞれ含む。当然のことながら、本発明の
他の実施例では、前記第１副画素３１’’、第２副画素３２’’及び第３副画素３３’’
が他の色の光を発することもできる。
【００５４】
　さらに、前記第３実施例では、第２実施例に比べて、前記第２辺３０２’’が閉図形の
外部へ凸の弧状であるため、第１副画素３１’’及び第２副画素３２’’の面積が第２実
施例よりも大きく、寿命がさらに向上する。
【００５５】
　また、本発明の各実施例では、前記第１副画素及び第２副画素の形状及び面積を全て同
一にすることによって、本発明の画素配列構造を採用するＯＬＥＤ表示パネルの製造プロ
セスにおいて、前記第１副画素及び第２副画素を同一のファインメタルマスクを用いて製
造することができ、製造コストを削減し、製品競争力を向上させることができる。
【００５６】
　以上のように、本発明に係る画素配列構造は、交互に配列された複数の第１画素行及び
複数の第２画素行を含み、第１画素行の各々は、間隔をおいて交互に配列された複数の第
１副画素及び複数の第２副画素を含み、第２画素行の各々は、間隔をおいて配列された複
数の第３副画素を含み、前記第３副画素に隣接する２つの第１副画素及び２つの第２副画
素が仮想四角枠を形成し、前記第３副画素が、前記第３副画素に隣接する２つの第１副画
素及び２つの第２副画素からなる仮想四角枠内に設けられ、前記第１副画素と第２副画素
とは面積が同じであり、前記第１副画素及び第２副画素の面積が前記第３副画素の面積よ
りも大きく、前記画素配列構造をＯＬＥＤ表示パネルに適用して、ＯＬＥＤ表示パネルの
作製難度を低減して、ＯＬＥＤ表示パネルの寿命を延ばすことができる。
【００５７】
　上記の内容は、当業者にとっては、本発明の技術的手段及び技術的思想に基づいて他の
様々な変更及び変形を行うことができるが、これらの変更及び変形も全て本発明の特許請
求の保護範囲に属するものと理解されるべきである。
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